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議案第１号 

 

伊那市積立基金条例の一部を改正する条例 

 

 

 伊那市積立基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和７年６月６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 第３期伊那市地方創生総合戦略の策定に伴い、まち・ひと・しごと創生基金における目的及び使途に所要の改正を行うため、

提案するものであります。 
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（議案第１号別紙） 

 

伊那市積立基金条例の一部を改正する条例 

 

 

伊那市積立基金条例（平成１８年伊那市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

別表（第２条、第７条関係） 

名称 目的及び使途 会計名 

略   

まち・

ひと・

しごと

創生基

金 

地域再生法（平成17年法律第24号）第５条

第４項第２号に規定する「まち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業」として実施する、

第２期伊那市地方創生総合戦略に掲げる次

の事業に要する費用の財源に充てる。 

１ 結婚・出産・子育ての支援及び女性・

高齢者の活躍推進事業 

２ 交流と連携による地域の活性化事業 

３ 活力に満ちた産業振興及びしごと創出

事業 

４ 新たな時代に対応した社会への取組推

進事業 

伊那市

一般会

計 

 

別表（第２条、第７条関係） 

名称 目的及び使途 会計名 

略   

まち・

ひと・

しごと

創生基

金 

地域再生法（平成17年法律第24号）第５条

第４項第２号に規定する「まち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業」として実施する、

伊那市地方創生総合戦略に掲げる事業に要

する費用の財源に充てる。 

 

 

 

 

 

 

 

伊那市

一般会

計 
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旧 新 

５ 持続可能な農業・林業の育成事業 

６ 多様性を活力にする循環型社会実現事 

 業 

略   

   
 

 

 

 

略   

   
 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２号 

 

伊那市霊園条例の一部を改正する条例 

 

 

 伊那市霊園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

令和７年６月６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 市内から転出して死亡した者の焼骨を共同埋蔵場所へ埋蔵できるようにするため、提案するものであります。 
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（議案第２号別紙） 

 

伊那市霊園条例の一部を改正する条例 

 

 

伊那市霊園条例（平成２８年伊那市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（合葬式墳墓使用者の資格） 

第22条 合葬式墳墓を使用しようとする者（以下「合葬式墳墓

申請者」という。）は、市内に本籍又は住所を有する者でな

ければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

 

 

（合葬式墳墓使用者の資格） 

第22条 合葬式墳墓を使用しようとする者（以下「合葬式墳墓

申請者」という。）は、次の各号に掲げる者でなければなら

ない。ただし、第２号に掲げる者は、共同埋蔵場所のみ使用

することができるものとする。 

(1) 市内に本籍又は住所を有する者 

(2) 市内に本籍又は住所を有していた者を埋蔵しようとする

者 

(3) 市長が特別の理由があると認める者 

 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３号 

伊那市文化センター条例を廃止する条例 

伊那市文化センター条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

令和７年６月６日提出 

伊那市長 白 鳥 孝 

（提案理由） 

 高遠町地区の貸館施設を高遠町総合福祉センターに集約するとともに、高遠町図書館の機能充実を図るため、提案するもの

であります。 
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（議案第３号別紙） 

 

伊那市文化センター条例を廃止する条例 

 

 

伊那市文化センター条例（平成１８年伊那市条例第１８４号）は、廃止する。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（伊那市図書館条例の一部改正） 

２ 伊那市図書館条例（平成１８年伊那市条例第１７９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「伊那市高遠町文化センター内」を削る。 
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議案第４号 

伊那市誌編さん委員会条例の一部を改正する条例 

伊那市誌編さん委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和７年６月６日提出 

伊那市長 白 鳥 孝 

（提案理由） 

伊那市誌編さん委員会の庶務担当課名を削るため、提案するものであります。 

- 10 -



（議案第４号別紙） 

伊那市誌編さん委員会条例の一部を改正する条例 

伊那市誌編さん委員会条例（令和元年伊那市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課におい

て処理する。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理す

る。

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案第５号 

 

令和７年度伊那市一般会計第２回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年度伊那市一般会計第２回補正予算を別冊

のとおり提出する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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 議案第６号 

 

令和７年度伊那市水道事業会計第１回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年度伊那市水道事業会計第１回補正予算を

別冊のとおり提出する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 

 

- 13 -



 

 

 議案第７号 

 

令和７年度伊那市下水道事業会計第１回補正予算について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年度伊那市下水道事業会計第１回補正予算

を別冊のとおり提出する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

伊那市長  白 鳥  孝 
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